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１ 沿 革

昭和

27年４月１日 琉球政府創立

29年８月 琉球政府事務部局組織改正に伴い、南部地区を管轄する南部福祉

事務所が設置され、那覇市美栄橋町の沖縄中央児童相談所の２階に

事務所が置かれる。事務所発足と同時に庶務係、保護係が設置され

各係に主任が置かれ福祉三法の業務が開始される。

30年10月 南部福祉事務所は那覇福祉事務所と改称され、沖縄中央児童相談

所２階から那覇市美栄橋町の玉寄洋服店２階に移転する。

32年11月26日 琉球政府行政事務部局組織法の改正により、庶務係、保護係をそ

れぞれ庶務課、保護課の二課制となる。

33年 那覇市美栄橋町の琉球結核予防会の２階に移転する。

35年６月９日 保護課に査察指導員が配置される。

38年７月16日 那覇市字与儀585番地に独立した庁舎の建設に伴い移転する。

47年５月15日 本土復帰に伴い、那覇福祉事務所は沖縄県南部福祉事務所と改称

され福祉課が新設され、三課制となる。庶務課は、総務課と改称され、

地域指導員が配置される。復帰前、中部福祉事務所の管轄にあった

西原村が福祉地区の一部変更に伴い、南部福祉事務所に移管され、

管轄区域18町村となる。

更に、本土法の適用により、那覇市福祉事務所の新設に伴い、社

会福関係業務が移管され、家庭児童相談室の新設。

48年１月１日 糸満市福祉事務所の新設に伴い、社会福祉関係業務が移管される。

53年４月１日 機構改革により総務課長兼務の次長制が敷かれるとともに、査察

指導員が主任主事と改められ格付が図られる。

６月１日 婦人相談業務の集中管理に伴い、婦人相談所へ業務が移管される。

56年９月14日 住居変更に関する法律に基づき、新しい住居表示制度によって

那覇市与儀1丁目１番24号に所在地変更される。
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57年 3月31日 庁舎の増改築工事（1階87.45㎡、2階104.40㎡）、総床面積

548.25㎡(1階265.65㎡、2階282.60㎡）。

59年４月１日 福祉事務所の機構改革によりこれまでの次長兼総務課長から次長

兼保護課長に、また地域福祉担当指導員が廃止となる。

平成

元年２月４日 那覇市与儀１丁目３番１号沖縄県南部合同庁舎内に移転（１階

保護課・福祉課・２階総務課）

５年４月１日 老人福祉法及び身体障害者福祉法の改正に伴い、老人及び身体障

害者の措置権事務が町村に移管される。

６年４月１日 福祉事務所の組織機構の一部改正により総務課が総務調整課と

なり、福祉指導主事が配置される。また福祉課は地域福祉課となる。

７年７月22日 那覇市旭町１番地沖縄県南部合同庁舎内に移転（１階保護課・

地域福祉課・２階総務調整課）

９年４月１日 町村社会福祉協議会の指導監査事務が県生活福祉部福祉総務課

監査指導班から引継れる。

10年４月１日 沖縄県組織改正により生活福祉部が福祉保健部となる。

14年４月１日 沖縄県行政組織規則の一部改正により、南部福祉事務所と南部保

健所が統合し、南部福祉保健所となる。これに伴い組織は、企画課、

福祉課、地域保健課、健康推進課、生活環境課の５課体制となり、

福祉課は保護班と地域福祉班の２班体制となる。

母子、寡婦福祉相談業務の浦添市分が管轄区域の変更に伴い中部福

祉事務所より委譲される。

豊見城市福祉事務所の新設に伴い、社会福祉関係業務が移管される。

15年４月１日 支援費制度施行に伴って、知的障害者の施設入所の事務が町村に

移管される。

８月10日 支援費制度に関する市町村指導及び指定居宅支援事業者等への実

施指導が福祉保健所の業務として規定される。
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17年４月１日 介護保険法による居宅サービス事業者及び介護支援事業者の指

定・変更及び指導・監査が福祉事務所の業務として規定される。

17年10月27日 児童福祉法改正により市町村が要保護児童の通告機関として規

定されたことから町に児童相談業務が移管される。

18年１月４日 南城市福祉事務所の新設に伴い、社会福祉関係業務が移管される。

18年４月１日 支援費制度から障害者自立支援法に制度改正される。障害者自

立支援法による市町村指導及び障害福祉サービス事業所等への指

導・監査が福祉事務所の業務として規定される。

沖縄県行政組織規則の一部改正により、南部福祉保健所の組織が、

企画課、福祉課、地域保健課、健康推進課、生活環境課の５課体

制から、総務福祉班、生活保護班、生活環境班、健康推進班、地

域保健班の５班体制となる。また、企画調整スタッフが所長の下

に置かれる。

23年４月１日 沖縄県行政組織規則の一部改正により、南部福祉保健所の組織が、

総務福祉班、生活保護班、地域保健班、健康推進班、生活環境班

の５班体制から、総務企画班、地域福祉班、生活保護班、地域保

健班、健康推進班、生活環境班の６班体制となり、企画スタッフ

が総務企画班に再編される。

女性相談員による相談窓口として、「南部配偶者暴力相談支援

センター」が設置される。

25年４月１日 沖縄県行政組織規則の一部改正により、南部福祉保健所の組織は、

総務企画班、地域福祉班、生活保護班、健康推進班、地域保健班、

生活衛生班、環境保全班の７班体制となった。

28年４月１日 沖縄県行政組織規則の一部改正により、南部福祉保健所が南部

保健所と南部福祉事務所に分離再編となる。これに伴い南部福祉

事務所は総務班、地域福祉班、生活保護班の３班体制となる。
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２ 南部福祉事務所管内図（R2.4月現在）

□ 南部福祉事務所管轄（５市・５町・６村）

※ 南部圏域（１６市町村）を所管する県福祉事務所としての機能と１１町村の郡部

福祉事務所（生活保護等）としての機能を併せ持つ組織です。

（郡部福祉事務所の業務）

○ 生活保護業務、家庭児童相談室、助産施設、特別障害者手当等の支給事務、生

活困窮者自立支援業務等

（圏域対象の福祉事務所業務）

○ 母子父子寡婦福祉資金の貸付業務、配偶者間暴力（ＤＶ）相談事業、民生委員

・児童委員の活動費等支給、障害者総合支援法に基づく指導業務、介護保険事業

者の指定・指導業務（那覇市を除く）等
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３ 庁舎案内図（R2.4月現在）
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４ 南部福祉事務所の組織と所掌

１）組織・定数等

令和2年4月15日現在 （定数35人）

班 名 職 種 配置数

総 務 班 事務 ３人

５人 （総務） 運転士 １人

総務班長 （うち臨任 １人）

地域福祉班

所長 ８人 (地域福祉) 事務 ７人

地域福祉班長

生活保護班

24人 （生活保護） 事務 23人

生活保護班長 （うち再任用２人）

（うち任期付３人）
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２）各班の所掌事務

総務班

（１）公印の管理に関すること

（２）所属の職員の身分、服務、研修、給与及び福利厚生に関すること

（３）文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること

(４）予算経理、その他の会計事務に関すること

（５）所管する財産の管理に関すること

（６）一般会計の債権に関すること

（７）扶助費等の支出経理に関すること

（８）前各号のほか庶務一般に関すること

（９）他の内部組織の分掌に属しない事務に関すること

地域福祉班

（１）管内町村社会福祉協議会の運営指導、監査に関すること

（２）児童福祉に関すること

（３）知的障害者福祉に関すること

（４）母子父子寡婦福祉に関すること

（５）母子父子寡婦福祉資金の貸付・償還に関すること

（６）老人福祉に関すること

（７）障害者福祉法に関すること

（８）管内町村の児童福祉行政（保育所）に係る指導監査に関すること

（９）管内町村の自立支援給付支給事務及び指定居宅支援事業所の実施指導に関する

こと

（10）特別障害者手当等に関すること

（11）福祉サービスの連絡調整会議に関すること

（12）地域福祉に係る専門的・技術的指導に関すること

（13）市町村等関係機関との連絡調整に関すること（他班に係る事項を除く）

（14）家庭児童相談室の運営に関すること

（15）介護保険法に基づく事業者の指定及び変更等に関すること

（16）介護保険事業所の実地指導及び監査に関すること

（17）社会福祉学生の実習に関すること

(18) ＤＶ被害者面接相談業務に関すること

（19）民生委員及び児童委員に関すること

（20）生活困窮者自立支援に関すること

生活保護班

（１）生活保護法施行事務に関すること
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５ 所内相談業務案内

令和2年4月1日現在

業 務 内 容 実施曜日 時 間 担当班 電話番号

午前 午後

生活保護に関する相談 月～金 8:30～12:00 1:00～5:00 生活保護班 889-0015
889-7150

福 児童福祉に関する相談 月～金 8:30～12:00 1:00～5:00

祉 （家庭児童相談室）

関 女性問題(DV等)に関する相談 月～金 8:30～12:00 1:00～5:00
係 介護保険に関する相談 月～金 8:30～12:00 1:00～5:00 地域福祉班 889-6364
相 知的障害児・者に関する相談 月～金 8:30～12:00 1:00～5:00
談 身体障害児・者に関する相談 月～金 8:30～12:00 1:00～5:00

母子父子寡婦福祉に関する相談 月～金 8:30～12:00 1:00～5:00
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令和２年度歳入・歳出状況

収入額 未済額 決算額

（款） 2,167 1,683 （款） 1,672,044

2,167 1,683 131,378

2,167 1,683 社 会 福 祉 総 務 費 57,436

児 童 福 祉 施 設 負 担 金 2,167 1,683 障 害 者 福 祉 費 70,616

知 的 障 害 者 援 護 施 設 負 担 金 0 0 老 人 福 祉 費 3,228

（款） 61,069 71,059 障 害者自立 支援 諸費 98

0 0 53,602

0 0 児 童 福 祉 総 務 費 19,479

福 祉資金貸付金元利収入 0 0 児 童 措 置 費 10,308

61,069 71,059 母 子 福 祉 費 23,815

61,069 71,059 児 童 福 祉 施 設 費 0

生 活 保 護 返 還 金 59,848 22,507 1,487,064

雑 入 1,221 48,552 生 活 保 護 総 務 費 67,953

生 活 保 護 扶 助 費 1,419,111

（款） 44,107 29,273 （款） 10

44,037 28,781 10

44,037 28,781 ハ ン セ ン 病 対 策 費 10

貸 付 金 元 金 収 入 43,995 28,494

貸 付 金 利 子 収 入 42 287 （款） 87,145

70 492 87,145

70 492 母 子父子寡 婦福 祉費 87,145

違 約 金 及 び 延 納 利 息 70 492

雑 入

（目）（目） 違 約 金 及 び 延 納 利 息

民 生 費

（項） 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 費

衛 生 費

（項） 生 活 保 護 費

（節）

（項）

貸 付 金 元 利 収 入

（目） 母子父子寡婦福祉貸付金元利収入

（目）

（項） 公 衆 衛 生 費

雑 入

（目）

（節）

（節）

（節）

（項） 雑 入

（項）

特　　　別　　　会　　　計

諸 収 入

（目）

（節）

特　　　別　　　会　　　計

（目）

諸 収 入

（目）

（項） 貸 付 金 元 利 収 入

（目） 民 生 貸 付 金 元 利 収 入

（節）

（項） 社 会 福 祉 費

（目）

（目）

（目）

（目）

（項） 児 童 福 祉 費

（目）

６　決算状況

歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　　出

科　　　　　目 科　　　　　目

一　　　般　　　会　　　計 一　　　般　　　会　　　計

単位：千円

（節）

（目）

分 担 金 及 び 負 担 金

（項） 負 担 金

（目） 民 生 費 負 担 金

（節）

民 生 費

（目）
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（１）生活保護費返還金歳入決算額（平成30年度～令和２年度）
（単位：円）

年度 調定額(a) 収入済額(b)
収入率
b/a

a-b 不納欠損 収入未済額
未済率
d/a

平成30年度(計) 145,308,512 56,600,442 39.0% 88,708,070 1,364,824 87,343,246 60.1%

過年度 79,522,470 1,539,572 1.9% 77,982,898 1,364,824 76,618,074 96.3%

現年度 65,786,042 55,060,870 83.7% 10,725,172 0 10,725,172 16.3%

平成31年度(計) 141,107,376 47,285,409 33.5% 93,821,967 4,068,983 89,752,984 63.6%

過年度 87,343,246 879,221 1.0% 86,464,025 4,008,983 82,455,042 94.4%

現年度 53,764,130 46,406,188 86.3% 7,357,942 60,000 7,297,942 13.6%

令和2年度(計) 143,213,429 60,750,554 42.4% 82,462,875 5,679,776 76,783,099 53.6%

過年度 78,345,123 11,052,719 14.1% 67,292,404 5,679,776 61,612,628 78.6%

現年度 64,868,306 49,697,835 76.6% 15,170,471 0 15,170,471 23.4%

７　生活保護費返還金関係
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（２）生活保護返還金における収入未済額（滞納額）の推移
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